
（平成２１年１０月２１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 14 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 9 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 12 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 9 件

年金記録確認岐阜地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



岐阜国民年金 事案 640 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37年８月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年８月から 41年３月まで 

    昭和 40年２月に結婚した後、役場から 20歳までさかのぼって納付できる

旨の通知を受け、義母が一括で支払ったはずである。申立期間が未納となっ

ていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付している。 

また、申立期間当時、申立人と同居していた申立人の夫、義父及び義母の国

民年金手帳記号番号は連番で払い出されている上、国民年金制度開始当初の昭

和 36 年から、国民年金加入期間すべての保険料を納付済みであることから、

その家族の国民年金保険料の納付意識は高かったと考えられ、申立人の義母が

申立期間の保険料を納付したものと考えても不自然ではない。 

さらに、申立人の夫は、「妹が厚生年金保険の会社を退職した昭和 46年４月

ごろ、国民年金への切替手続に自分が役場へ行った時、自分の付加年金への加

入と妻の国民年金保険料をさかのぼって納付できる話を聞いた。その後、母親

が妻の国民年金保険料をさかのぼって納付したと思う」と証言しており、この

時期は、第１回目の特例納付の実施期間中（昭和 45年７月から 47年６月まで

実施）であるため、申立期間の国民年金保険料を特例納付により納付すること

は可能である上、社会保険庁の記録により、申立人の夫は昭和 46 年４月から

付加年金を納付していることが確認できたことから、申立人の夫の証言内容に

不自然さは無く、基本的に信用できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



岐阜国民年金 事案 641 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年 10月から 45年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 10月から 45年１月まで 

前夫が勤務していたＡ社の社長夫人が、私たち夫婦の国民年金加入手続を

してくれた。その後年金手帳を社長夫人から渡された時、後は自分たちで納

付するように言われた。申立期間について、社長夫人が納付していたはずで

未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は４か月と短期間であるとともに、申立人は、申立期間を除き、国

民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人は、その前夫が勤務していたＡ社の社長夫人から国民年金手帳

を渡された時、その社長夫人から、「後は自分たちで納付しなさい」と言われ

たことを鮮明に記憶している上、さかのぼって納付したことは無いと述べてお

り、申立人が所持する国民年金手帳（昭和 45年９月８日発行）の昭和 45年度

の４月から９月までの検認記録欄には、検認印（検認 45.11.11Ｂ市）が押さ

れていることから、申立人の国民年金の加入手続をしたとする社長夫人は、昭

和 45 年９月ごろ申立人の国民年金の加入手続を行い、その後、申立期間を含

む納付可能な保険料を納付したと考えるのが自然である。 

さらに、申立人の前夫の国民年金手帳記号番号は、夫婦連番で昭和 45 年９

月ごろ払い出されており、申立人の主張は基本的に信用できる。 

加えて、申立期間に近接している昭和 47年度の 12か月分が申立人の国民年

金手帳に検認印が押されていることが確認できたことにより、未納であった部

分が納付済みに記録訂正されている。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



岐阜国民年金 事案 642 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年８月から 45年 10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年８月から 45年 10月まで 

当時、長兄の店で働いており、義姉が国民年金の加入手続をして、兄弟の

分と一緒に納付していた。二人の兄と義姉は納付済みであるのに、私だけが

未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、１年３か月と比較的短期間である。 

また、申立人は、申立期間当時、その兄の経営する飲食店で働いており、当

時一緒に働いていた申立人の義姉及び二人の兄は、国民年金保険料を完納して

いることから、保険料を納付していたとする申立人の義姉は納付意識が高かっ

たと考えられる。 

さらに、申立人の義姉から、「申立人が夫の店に勤務するようになって、国

民年金の加入手続をし、自分が夫婦二人分の保険料と兄弟二人分の保険料を併

せて納付していた」との証言が得られた。 

加えて、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 45 年８月に払い出されて

おり、この時点で申立期間は納付可能であるため、申立人の国民年金の加入手

続を行った申立人の義姉が納付していたと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



岐阜国民年金 事案 643 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年４月から 45年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 女 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ： 昭和５年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 45年１月まで 

    私がＡ支所で加入手続をして、国民年金保険料は、毎月、婦人会の集金で

納めていた。申立期間が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 10 か月と短期間である上、申立人は、申立期間を除く国民年金

加入期間について、国民年金保険料はすべて納付済みとなっている。 

また、申立期間当時、Ｂ町では、婦人会が国民年金保険料の集金業務を行っ

ていたことが確認でき、婦人会の集金で国民年金保険料を納付していたとする

申立人の主張は基本的に信用できる。 

さらに、申立人は、前納期間も見受けられる上、夫婦は、国民年金制度発足

の昭和 36年から国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していることから、

夫婦は国民年金制度の関心が高く、国民年金保険料を納付する意識は高かった

ものと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



岐阜国民年金 事案 644 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年３月から 39年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年３月から 39年４月まで 

20 歳になったころに、両親から国民年金保険料を支払うように言われ、

給料の中から、母親にお金を渡していた。母親か義姉が、家族の国民年金保

険料を自宅に集金に来た町内の班長に支払っていた。同居していた兄夫婦は

納付済みであるのに、私だけ未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20歳になったころに、その両親から、「私たちは国民年金に加入

しなくてもよいが、お前は加入しなくてはいけない」と言われ、結婚のために

Ａ市へ転居するまで、給料の中から、申立人の母親に国民年金保険料を渡して

いたと述べており、社会保険庁の記録により、申立期間当時、明治生まれの申

立人の両親は、国民年金に加入していないことが確認でき、その主張は基本的

に信用できる。 

また、申立人の国民年金の加入手続及び納付を行ったとするその母親は、昭

和 45 年１月に高齢者の任意加入制度が再開された際に国民年金に加入してい

ることから、その母親は国民年金制度の関心が高く、国民年金保険料を納付す

る意思が高かったものと考えられる。 

さらに、申立人は、その母親か義姉が、集金に来た町内の班長に国民年金保

険料を納付していたと述べており、同居していたその兄夫婦は納付済みである

上、申立人が申立期間当時居住していたＢ市に確認したところ、申立期間当時、

町内で国民年金保険料の集金を行っていたことが確認できた。 

加えて、申立人は、赤っぽい国民年金手帳を持っていたと述べており、別の

国民年金手帳記号番号が払い出されていた可能性も否定できない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



岐阜厚生年金 事案 418 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成２年１月 26日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９万 8,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年１月 26日から同年２月１日まで  

私が所持する平成２年２月分給料支払明細書では、厚生年金保険料が給料

から控除されているのに、年金記録が無いことに納得がいかない。 

申立期間を、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給料支払明細書により、申立人は平成２年１月 26 日

からＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された給料支払

明細書に係る保険料控除額から、９万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は、これを確認できる関連資料が無いため不明としてお

り、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと

判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



岐阜厚生年金 事案 419 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成 12年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 17万円とすることが

必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

     基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨         

    申 立 期 間 ： 平成 12年２月１日から同年３月１日まで 

    Ａ社には、平成 12年１月 17日から勤務し始めたが、厚生年金保険料は同

年２月から控除されているにもかかわらず、事業主の届出の誤りにより、同

年３月から厚生年金保険被保険者となっている。申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

平成 12 年の賃金台帳の２月分欄において、当月控除となっている同年２月

分の保険料が控除されていること、及び雇用保険の記録により、申立人がＡ社

に同年１月 17 日から継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、当該賃金台帳に係る保険料控除

額から 17万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬

決定通知書において、申立人の資格取得日が平成 12 年３月１日となっている

ことから、事業主が同日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所

は申立人に係る同年２月の保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は申立

人に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 420 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、申

立期間に係る資格喪失日（昭和 30年３月８日）及び資格取得日（昭和 32年３

月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を 9,000円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年３月８日から 32年３月１日まで 

昭和 28 年にＡ社に運転助手として入社し、その年、運転免許を取得し会

社からディーゼル車の新車を配車してもらい、Ｂ県、Ｃ市等の遠距離に酒、

味噌等を運搬した。途中退職した記憶は無いので、この期間を厚生年金保険

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間にのみ厚生年金保険の加入記録がある同僚による「申立人は、運転

手として勤務していた」との証言及び昭和30年３月31日に退職した同僚から、

「退職するとき、申立人は同じ勤務形態で継続勤務していた」との証言が得ら

れている上、申立人は申立期間中に退職した同僚について、「自分より先に退

職した」と話しており、申立期間のみ厚生年金保険の加入記録がある同僚と「一

緒に仕事をした」とも話していることから、申立人は、申立期間において継続

して勤務していたことが推認できる。 

また、社会保険事務所の記録によれば、申立人を除き上記同僚を含むすべて

の被保険者について、申立事業所における申立期間の厚生年金保険被保険者記

録が継続していることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の社会保険事務所

の記録から、9,000円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにも

かかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業

主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 30年３月から 32年２月まで

の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した

場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 421 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日を昭和

37年５月７日、資格喪失日を 38年２月１日とし、申立期間の標準報酬月額を

１万 2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 37年５月から 38年２月まで 

         昭和 37 年５月にＡ社で働いていた親の知人の紹介で入社した。当初は日

勤で、その後交替勤務に就いた。仕事はトリコット機により生地を編む作業

の台持ちと準備だった。各組３人ないし４人編成であり、私の組長はＢさん

で、Ｃさん、Ｄさんが同組だった。別の組はＥ組長とＦさんなどがいた。整

経と検査は女性で、Ｇさん、Ｈさん、Ｉさんとほかに３人ないし４人いた。

その後、Ｂさんの誘いでＪ県のＫ社に転職した。申立期間について厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間にＡ社においてトリコット機の台持ち作業に従事してい

たことは複数の同僚の証言から推認できる。 

また、申立期間以前から在職していた複数の同僚が、「申立人は昭和 37年又

は同年５月ごろにＡ社に入社した」と証言していること、及び申立人が、「昭

和 37 年５月４日（金曜日）にＬ社を退職後、すぐに親の紹介でＡ社に入社し

た」と陳述していることを踏まえると、申立人の入社日は、「昭和 37年５月７

日（月曜日）」と推認できる一方、退職日については、申立期間以後に退職し

た複数の同僚が、「申立人は昭和 38年又は同年２月ごろにＡ社を退職した」と

証言していること、及び申立人が、「Ａ社に昭和 38年１月末まで勤務し、親の

紹介でＭ大学に転職した」と陳述していることが符合していることから、昭和

38年１月 31日と推認できる。 



さらに、元役員及び複数の同僚が、「Ａ社の従業員は全員正社員であった」

と証言している上、申立期間において申立人と同種の業務に従事していた従業

員全員について、厚生年金保険被保険者の記録が確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同種の業務に従事して

いた同僚の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、１万 2,000円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、社会

保険事務所が保管する当該事業所の厚生年金保険被保険者名簿には申立人の

氏名は確認できず、整理番号にも欠番が見当たらないことから、申立人に係る

被保険者記録が失われたとは考えられない上、事業主による申立人に係る厚生

年金保険被保険者資格の取得及び喪失の手続のいずれの機会においても社会

保険事務所が申立人に係る記録の処理を誤るとは考え難いことから、事業主か

ら社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会

保険事務所は申立人に係る昭和37年５月から38年１月までの保険料の納入の

告知を行っておらず、事業主は申立人に係る保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 424 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ病院における資格取得日に係る記録

を平成 12年２月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 17万円とするこ

とが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

     基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 54年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年２月 21日から同年３月１日まで 

    私は、求人広告でＡ病院に就職し、指定された平成 12年２月 21日から勤

務した。採用後の２か月間は日給と言われたが、実際の勤務は８時 30 分か

ら 17時 30分までで残業もあった。同年２月分の厚生年金保険料が給与から

天引きされているので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

平成 12 年３月の給与支給明細書において、翌月控除となっている同年２月

分の保険料が控除されていること、及び雇用保険の記録により、申立人がＡ病

院に同年２月 21 日から継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、当該給与支給明細書に係る保険

料控除額から 17万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、Ａ病院の社会保険委員は、申立人の申立期間に係る保険料を納

付していない旨を回答していることから、事業主が平成 12 年３月１日を資格

取得日として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年２月の保険

料の納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

 

 

 



岐阜厚生年金 事案 425 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が申立期間②について、Ａ社における厚生年金保険被保険

者資格の取得日を昭和 39年９月１日、同喪失日を 41年７月 15 日とした旨の

届出、また、申立期間③について、Ｂ社Ｃ支店における同取得日を同年７月

25 日、同喪失日を同年９月７日とした旨の届出を社会保険事務所に行ったと

認められることから、申立期間②及び③に係る申立人の厚生年金保険被保険者

資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 39年９月から 41年５月ま

では１万 4,000円、同年６月は２万 4,000円並びに同年７月及び同年８月は２

万 6,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年 12月 16日から 36年７月 18日まで 

             ② 昭和 39年９月１日から 41年７月 15日まで 

             ③ 昭和 41年７月 25日から同年９月７日まで 

             ④  昭和 56年５月５日から 58年５月１日まで 

私は、67 歳の現在まで多くの事業所に勤務したが、下記４か所の厚生年

金保険被保険者記録が抜けているため、厚生年金保険被保険者期間として認

めてほしい。①Ｄ社（現在は、Ｅ社）はＦ市Ｇ区で入社後、すぐにＨ県に出

向となり出向先のＩ社で検査の業務をしていた。②Ａ社はＨ県Ｊ市で勤務し

た。③Ｂ社Ｃ支店は同じくＨ県で商品の仲買を行う仕事だった。④Ｋ社はＬ

市Ｍ区の人材派遣会社でＮ県Ｏ市にある会社（Ｐ社）に派遣され、その後半

年ほどでＱ県に在る別の事業所（Ｒ社）に派遣された。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②に係るＡ社から提出された退職者名簿から、申立人は昭和 41

年７月 14 日に退職したことが確認できる一方、社会保険事務所が保管する

当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、申立人と同

姓同名の厚生年金保険被保険者記録が確認できるところ、当該退職者名簿に

は当該氏名は申立人以外には確認できない上、当該被保険者記録は 65 歳に

到達しているにもかかわらず、基礎年金番号に統合されていないことから、

当該被保険者記録は申立人に係るものであると認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 39 年９月１日に被保険者資



格を取得した旨の届出及び41年７月15日に被保険者資格を喪失した旨の届

出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、申立期間②の標準報酬月額については、社会保険事務所における当

該未統合の被保険者記録から、昭和 39 年９月から 41 年５月までは１万

4,000円、同年６月は２万 4,000円とすることが妥当である。 

２ 申立期間③に係るＢ社Ｃ支店の記録も確認でき、当該事業所の健康保険厚

生年金保険被保険者名簿では、申立人と同姓同名、同一生年月日となってい

る上、当該被保険者記録は未統合記録であると確認できるほか、雇用保険の

加入記録と厚生年金保険被保険者記録はおおむね一致していることから、申

立人が申立期間③において、同事業所に勤務し、厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間③の標準報酬月額については、当該未統合の被保険者記録

から、２万 6,000円とすることが妥当である。 

３ 申立期間①に係るＥ社から提出された入社時の社員名簿には、申立人が昭

和 35年 12月 21日に入社した記載があり、当該事業所に勤務していたこと

が確認できる。 

しかし、当該事業所は入社時の社員名簿が存在するのみであり、申立人の

退社日は不明と回答しているほか、当該名簿に記載された昭和 35年 12月に

入社した 15 名について、社会保険事務所で保管している厚生年金保険被保

険者名簿で厚生年金保険への加入が確認できたのは５名のみであり、５名全

員の厚生年金保険被保険者の資格取得日が翌 36 年６月１日となっているほ

か、半年も勤務しなかったと証言した同僚には被保険者記録が確認できな

かったことから、当該事業所においては、従業員のそのすべての勤務期間を

厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

また、申立期間④に係るＫ社について、申立人の雇用保険の加入記録は、

社会保険庁の厚生年金保険被保険者記録と一致しているほか、昭和 57年 10

月１日から厚生年金保険被保険者期間のある同僚は、「自分より後に入って

きた」と証言しており、申立てに係る事実を確認することができない。 

  さらに、申立人は、申立期間④に係る当該事業所の勤務期間は２年半程度

であったと記憶しているところ、厚生年金保険被保険者期間とおおむね一致

している。 

加えて、申立人は、申立期間①及び④について、厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所

持しておらず、このほか、申立人の申立期間①及び④における厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び④に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 426 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取

得日に係る記録を昭和 60 年８月 26 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

13万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年８月 26日から同年９月２日まで  

Ａ社の厚生年金保険記録は、昭和 60 年９月２日からとなっているが、私

が所有する同年９月分の給料支払明細書には、出勤日数の欄に「自８月 26

日」と記載されていることから、同年８月を厚生年金保険被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社の入社月（昭和 60 年９月分）及び退社月（平成

19 年１月分）の給料支払明細書の記載から、保険料控除については翌月控除

であったことが認められるとともに、昭和 60年９月分の給料支払明細書には、

出勤日数の欄に「自８月 26 日」と記載されていることから判断すると、申立

人は、同年８月 26 日から、同事業所に継続して勤務し、厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、当該給料支払明細書における保

険料控除額から、13万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、社会保険事務所の記録におけるＡ社の資格取得日が雇用保険の

記録における資格取得日と同日になっており、公共職業安定所及び社会保険事

務所の双方が誤って同じ資格取得日と記録したとは考え難いことから、事業主

が昭和 60年９月２日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年８月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 427 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取

得日に係る記録を昭和 41年 12月７日に訂正し、申立期間の標準報酬月額につ

いては２万 4,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申  立  期  間 ： 昭和 41年 12月７日から 43年４月１日まで 

    昭和 41 年末にＡ社がＣ町に呉服部門の店舗を出店することになり入社し

た。会社の社員名簿には同年 12 月７日入社と記録されているが、厚生年金

保険の加入記録は 43 年４月１日からになっている。入社日である 41 年 12

月７日から厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社の申立期間当時の社員名簿によると、申立人は昭

和 41年 12月７日に入社したことが確認できる。 

また、当該社員名簿に記載された従業員は、申立人を除きいずれも厚生年金

保険被保険者記録が確認できるとともに、当該従業員の資格の取得日は、おお

むね社員名簿と一致していることが確認できる。 

さらに、申立人より後に入社し、申立期間に厚生年金保険の被保険者期間の

ある複数の同僚は、「自分が入社した時、申立人は既に勤務していた」、「申立

人は昭和 41年 12月には在籍しており、正社員として一緒に働いた」と証言し

ている。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 43 年４月の社会保険事務

所の記録から、２万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、「申立期間に係る保険料を納付した」と回答しているが、当時の資料は

保存されていないほか、申立期間に行われるべき事業主による厚生年金保険被



保険者標準報酬月額算定基礎届及びこれに基づく定時決定や事業主による申

立てどおりの資格取得届など、いずれの機会においても社会保険事務所がこれ

を誤って記録するとは考え難いことから、事業主が昭和 43 年４月１日を資格

取得日として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る 41年 12月から

43 年３月までの厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該期間に係る申立人の厚生年金保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 428 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ病院における資格喪失日に係る記録

を昭和 40年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 8,000円とす

ることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 12月１日から 40年１月１日まで 

私は、Ａ病院（現在は、Ｂセンター）に昭和 37 年１月１日から研究員と

して在籍し、38年１月８日からは医師として勤務した。39年 11 月 25日に

結婚したが、年末まで勤務した。私の当該産院における厚生年金保険被保険

者資格喪失日を 40年１月１日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

在職証明書及びＢセンターから提出された人事記録において、昭和 39年 12

月 31 日に退職した旨の記載が確認できることから、申立人は、申立期間にお

いて継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人と同一部署に在籍し、同様の業務に従事していた、申立期間に

おいて厚生年金保険被保険者記録が確認できる同僚医師は、「申立人が昭和 39

年 12 月末まで勤務していたことは間違いない。勤務形態も変更は無かった」

と証言しているほか、当該事業所は、申立人の勤務形態について、「人事記録

により、昭和 38年１月８日から 39年 12 月 31日まで医務嘱託（昭和 39年１

月 20日から同年９月 30日まで医務非常勤嘱託）」と回答している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 39年 11月の社会保険事務

所の記録から、２万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、社会保険に関する資料は無く不明と回答しており、このほかに

確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる



を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 

 



岐阜国民年金 事案 638 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和62年４月から63年３月までの期間及び同年７月から平成３年

７月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 62年４月から 63年３月まで 

             ② 昭和 63年７月から平成３年７月まで 

大学卒業後、両親と同居し、家業（割烹業）を手伝っており、両親は、国

民年金保険料をすべて納めている。家計は困っておらず、私のみ支払ってい

ないとは考えられない。申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の両親が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人自身は国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、婚姻前にＡ市で、別の国民年金手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人の母親は、申立期間当時は、夫婦共国民年金保険料を口座振替

で納付しており、銀行員任せであったため、申立人の国民年金の加入手続及び

保険料の納付についての記憶が無いと述べており、申立人の両親が、申立期間

の国民年金保険料を納付した事実を推定することは困難である。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は平成５年９月ごろにＢ市で払い出

されており、その時点では、申立期間は時効により国民年金保険料を納付でき

ない期間であるほか、申立人は、同年７月に婚姻した際、国民年金に未納期間

があることが分かり、さかのぼれる期間をまとめて納付したと述べていること

から、「結婚するまで両親が納付していた」との主張には不合理な点が見受け

られる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



岐阜国民年金 事案 639 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年５月から 48年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年５月から 48年２月まで 

申立期間は大学生だったが、父親が国民年金の加入手続をし、保険料を納

付してくれたはずだ。申立期間が未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の父親が国民年金保険料を納付したはずであると主張して

いるが、申立人が所持する年金手帳は厚生年金保険の資格を取得した記載があ

るもので、申立期間に係る資格記録の記載は無い上、申立人は申立期間当時の

国民年金手帳の交付を受けた記憶も無いことから、申立期間当時、申立人に対

して国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見

当たらない。 

また、申立人の父親が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の父親は既に亡くなっており

証言を得ることができないなど、ほかに申立人の父親が申立期間の国民年金保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 

 

 



岐阜国民年金 事案 645 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年２月から５年９月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年２月から５年９月まで 

    平成７年８月に長男が誕生してから同年 12 月までの間に、突然、年金未

納の通知があった。当時、未納期間の国民年金保険料の納付は親がしてい

たので、親に連絡を取り確認したところ、事情があり納めていないことが

分かった。 

    このままでは年金を受け取れないと思い、すぐに納付した。納付したこと

は親にも伝えたが、納めた金額は 30 万円から 40 万円の間の大金であった

ので覚えている。未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成７年８月に長男が誕生してから同年 12月までの間に、突然、

年金の未納通知があったので、親に連絡を取り確認したところ、事情があり納

めていないことが分かり、すぐに金融機関に納付したと主張しているが、申立

人が申立期間の国民年金保険料を納付したと主張する平成７年８月から同年

12月ごろは、既に時効により申立期間の大部分が納付できない時期である。 

また、申立人は、未納だった申立期間について、はがきを持参して金融機関

で納付したが、社会保険事務所や市役所に納付書発行の依頼をした覚えが無い

と述べているところ、過年度分の保険料を納付する場合、社会保険事務所発行

の納付書で納付することから、申立人の主張は不自然である。 

さらに、申立期間の保険料を納付したという報告を受けた申立人の母親から

聴取しても、申立人の国民年金保険料を納付したことを裏付ける証言等を得る

ことはできない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 422 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所  ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年６月 20日から 32年４月 26日まで 

    社会保険事務所の記録では、昭和 32年５月 28日に、脱退手当金２万 1,527

円を支給したとあるが、そのような大金を受け取った覚えも無いし、厚生年

金保険の脱退手当金の手続をした覚えも無い。申立期間に係る脱退手当金の

支給済記録を取り消して、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立事業所に勤務していた申立人の同僚について、申立人の厚生年金保険被

保険者資格喪失日である昭和32年４月26日の前後各１年に資格喪失した者で、

社会保険事務所において記録が確認できた脱退手当金受給資格を有する者 43

名について脱退手当金の受給状況を調査したところ、申立人を含む 33 名につ

いて脱退手当金の支給記録が確認でき、資格喪失日から平均約２か月経過後に

脱退手当金の支給決定がされているほか、当時は通算年金制度創設前であった

ことを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき、事業主による代理請

求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、社会保険庁が保有する厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の給付記

録欄には脱退手当金が支給されたことを示す記録があり、資格期間や標準報酬

月額、支給年月日などの具体的な記載がある上、申立期間の脱退手当金は支給

額に計算上の誤りも無く、厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の

昭和 32年５月 28日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

さらに、申立人から事情を聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



岐阜厚生年金 事案 423 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年４月 30日から平成３年４月 30日まで  

昭和 60年にＡ社に入社し、Ｂ市内のＣ社に出向となり、平成３年４月 30

日まで働いた。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間中に、Ａ社に勤務していたことは期間の特定はできないも

のの、同僚の証言や当時の写真から推認できる。 

しかし、同僚は、「申立人はパートだった」、「パートは途中まで厚生年金保

険に加入していなかった。途中から加入できるようになり、会社から社会保険

の説明があった」と証言しており、社会保険庁のオンライン記録によると、証

言どおり、申立人と複数の同僚のいずれも平成３年５月 16 日に厚生年金保険

を資格取得している。 

また、申立事業所には平成３年５月 16 日付けの健康保険厚生年金保険被保

険者資格取得届の控えが保管されている。 

なお、申立期間の一部について、国民年金保険料を納付しており、60 歳以

降は、国民年金に任意加入し納付している。 

さらに、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、このほ

か、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を控除された事実を確認できる関

連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 



岐阜厚生年金 事案 429 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年１月 14日から 51年７月３日まで 

    Ａ支店に現地採用されたわけでもなく、Ｂ社の社員として会社の指示に従

い海外支店に赴任し、無我夢中で会社のため、日本のために骨身を削り働い

た。しかし、会社が雇用者の特権で被雇用者本人に全く知らせず極秘の内に、

社会保険事務所関係書類の「解雇手続を偽造」して保険料納付を逃れた違法

行為をしていた。順次年金生活に入る多くの後輩たちのためにも、第三者委

員会の力で私の年金記録を是正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された個人台帳(労働者名

簿)の記載内容から、申立期間において、海外（Ａ市及びＣ市）赴任しており、

同社と申立期間の雇用関係が継続していたことは確認できる。 

しかし、申立人は、申立期間において国内での給料支払は無かったとしてい

る一方、申立期間当時、日本企業から海外赴任した際の厚生年金保険の加入に

ついては、厚生省保険局長通達「休業期間中に於ける健康保険及び厚生年金保

険の取扱について」（昭和 25年４月 14日保発第 20号）に基づき、給与が現地

法人から支払われている場合、被保険者資格を喪失させる取扱いが行われてお

り、当該事業所は、「昭和 43年１月 14日のＡ市赴任の時、非居住者扱いとし

て日本での給与の支払が発生しないため、資格喪失手続を行い、途中の帰国も

短期間で日本での給与も発生しないため、資格取得手続はせず、51 年７月３

日に帰国し本社復帰したため、資格取得手続をした。その間の保険料の支払は

無かった」との回答している。 

また、申立人が供述している同一の海外赴任業務に従事していた３名の同僚

について、厚生年金保険被保険者期間が空白となっていることが社会保険庁の

記録から確認できる。 

さらに、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、このほか、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資



料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 430 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年 12月 15日から 60年６月１日まで 

             ② 昭和 62年４月１日から 63年３月３日まで 

    私は、昭和 59年 12月に通学していた定時制高校の先生の紹介でＡ会に勤

め、高校卒業までの約束で 61年 12月まで働いた。高校卒業後は求人広告に

応募し、62 年４月から１年間ほどＢ社で働いた。Ａ会は試用期間は無かっ

たと記憶しているが、厚生年金保険被保険者記録が 60 年６月からなのは納

得できない。また、Ｂ社の記録が無いのにも納得できないので、両申立期間

を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、事業主及び同僚の証言から、期間の特定はできないも

のの、申立人はＡ会に勤務していたことは推認できる。 

しかし、当該事業所は平成 14 年４月１日に厚生年金保険適用事業所ではな

くなっており、当時の事業主（理事長）は、「平成８年以前の資料は廃棄され

ており不明」と回答しているが、当時の同僚は、自身の厚生年金保険被保険者

記録が、申立人の資格喪失日である昭和 61 年 12 月 28 日から約半年後の 62

年５月１日資格取得となっているにもかかわらず、「申立人の後任のために採

用され、申立人とは数か月間引継ぎのため一緒に働いた」と証言しているほか、

他の同僚も自分の働き始めた記憶と実際の資格取得日とは数か月のずれがあ

ると回答していることを踏まえると、当該事業所においては、すべての従業員

を入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかが

える。 

また、申立人の当該事業所での雇用保険の資格取得日は昭和 60 年６月１日

となっており、社会保険事務所の厚生年金保険の資格取得日と一致している。 

一方、申立期間②について、Ｂ社で申立期間に厚生年金保険被保険者記録が

ある複数の同僚は、申立人を記憶しているものの、正確な勤務期間及び保険料

控除に係る有力な証言が得られないほか、当該事業所は、「新しく入社する者

については口頭ではあるが、正社員希望か否かを確認し、正社員希望の者につ



いてのみ社会保険加入手続を取った」旨の証言をしていることを踏まえると、

当該事業所においては、すべての従業員を厚生年金保険に加入させる取扱いで

はなかったことがうかがえる。 

また、当該事業所を受託している社会保険労務士は、当時の台帳に申立人の

名前は見当たらないと回答しているほか、申立人の当該事業所における雇用保

険の記録も確認できない。 

さらに、申立人は、両申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、このほ

か、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 431 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年５月から 61年３月まで 

    Ａ社Ｂ支店に昭和 58年５月に入社し、59年２月ごろ、同社Ｃ支店開設の

ために同僚と共に赴任した。その後、同支店が 61 年３月に閉鎖したため退

社した。Ａ社に勤務していた期間を厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言から、申立人の勤務期間の特定はできないものの、Ａ社Ｂ

支店及び同社Ｃ支店に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社Ｂ支店の総務担当者は、「本社の指示で、歩合給の営業社員は

厚生年金保険に加入させなかった」と証言しているところ、申立人は、同社Ｂ

支店では歩合給の営業社員であったと述べており、また、申立人の同社Ｂ支店

勤務を証言し、同社Ｄ支店開設のために赴任した同僚は、「Ｃ支店開設より少

し前の昭和 59 年３月にＤ支店が開設され支店長になったが、厚生年金保険に

加入したのは完全月給となった同年 12 月１日からだったと思う。その前は給

料から保険料が引かれていなかった」と証言している。さらに、同社Ｃ支店開

設のために申立人と同支店に赴任した同僚についても調査したが、Ａ社での厚

生年金保険被保険者加入記録は確認できないことを踏まえると、同社において

は、すべての従業員を厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがう

かがえる。 

一方、Ａ社が適用事業所となったのは、昭和 59年１月 10日であり、同日前

に適用事業所となった記録は確認できないとともに、同社は、平成４年５月１

日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の事業主に照会を

行ったものの、回答が得られなかったため、申立てに係る事実を確認すること

ができなかった。 

また、社会保険事務所が管理する当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被

保険者記録では、申立人の氏名は確認できず、整理番号にも欠番が見当たらな

い。 



さらに、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 432 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年から 30年８月まで  

昭和 28 年ごろから、Ａ市にあるＢ社の下請けのＣ社に勤め、二輪車の製

造をしていた。厚生年金保険の加入期間は 30 年９月８日からになっている

が、その２年前から勤めていたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が主張する申立期間中に勤務していた同僚のうち、連絡の取れた 13

人に申立人の勤務状況を照会したところ、申立期間以外も含めて勤務期間は特

定できないものの、申立人が勤務していたとする者が１人いるほかには、申立

期間中に申立人が勤務していたとする証言は得られない上、申立人も申立期間

のみに厚生年金保険被保険者記録が確認できる同僚についての記憶を有して

おらず、申立期間において勤務していたことを推認することができない。 

また、申立事業所は昭和 57 年６月１日に厚生年金保険の適用事業所でなく

なっており、当時の事業主も既に亡くなっている上、申立事業所から分離独立

したＤ社に照会しても、当時の資料は残っていないため不明と回答している。 

さらに、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 433 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年１月１日から 57年３月 21日まで 

私は、昭和 53年１月から 57年３月までＡ社に勤めたが、在職中に受けた

給与額と厚生年金保険の標準報酬月額が相違していると思われるので、訂正

をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁で管理するＡ社の被保険者記録照会回答票により、申立期間当時

に入社した同僚及び在籍していた同年齢の同僚の標準報酬月額を調査したと

ころ、申立人と近接した額であることが確認でき、申立人の標準報酬月額のみ

が同僚の取扱いと異なり低額であるという事情は見当たらない。 

また、申立人は、当該事業所に採用された際、事業所から前職の給与を加味

する旨の説明があったと主張しているが、当該事業所は、「採用時に前職の給

与を加味して給与決定することは無かった」と回答をしているほか、厚生年金

保険被保険者期間のある複数の同僚は、「採用時に事業所から前職の給与等を

聞かれたことは無かった」と証言していることから、申立人の主張どおりの取

扱いがなされていた事情はうかがえない。 

さらに、社会保険事務所で管理している厚生年金保険被保険者原票を確認し

ても不備は無く、社会保険庁のオンライン記録とも一致しているほか、さかの

ぼって標準報酬月額の訂正を行った形跡も無い。 

加えて、申立人は、申立期間にその主張する標準報酬月額に相当する厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細

書等の資料を所持しておらず、このほか、申立人の申立期間における厚生年金

保険料の控除について確認できる関連資料や周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間においてその主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 



岐阜厚生年金 事案 434 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年３月 16日から 36年８月１日まで 

    昭和 35年３月にＡ市内の中学校を卒業し、同年３月 16日から兄が働いて

いたＢ社に入社した。同社では事務と雑用が主な仕事で 38 年５月に退職し

た。厚生年金保険の加入期間は 36年８月からとなっているが、35年３月か

ら 36 年７月までの期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、事業主、申立人の兄及び営業担当であった同

僚の証言から、中学校卒業後から当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、事業主は、「当時の事務担当者は既に死亡しており申立期間当時の

資料も残っておらず、試用期間及び厚生年金保険への加入選定基準等の確認は

できないが、当時中学校を出たばかりの女子をすぐに厚生年金保険に加入させ

ることは考え難い」と証言している。 

また、他の同僚からは、申立期間の保険料控除に係る有力な証言を得ること

はできず、このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 435 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年 10月１日から 60年 10月１日まで 

             ② 平成７年 10月１日から８年 11月１日まで 

    私は、昭和 58年４月から 61年６月までＡ組合に勤め、同年７月から平成

８年 10 月までＢ社に勤めた。両事業所では経理関係の仕事をし、社会保険

の担当者として届出等も行っていたが、申立期間の給与は下がっておらず、

社会保険庁の標準報酬月額が申立期間①については 26万円から 24 万円に、

申立期間②については36万円から34万円に下がっているのは納得できない

ので、両申立期間の標準報酬月額の訂正を申し出る。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   両申立期間について、申立人は、標準報酬月額が相違していることを主張し

ているが、申立期間①について、Ａ組合の当時の事業主は、「申立人が社会保

険関係事務を行っていたが、当時の資料は無く不明」と回答しているほか、申

立人は、自らが事務担当者であった旨を供述しているところ、当該事業所の社

会保険事務所への標準報酬月額の届出及び社会保険料の納入告知額の確認行

為を行っていた申立人自らの標準報酬月額が下がった事実を把握していな

かったとは考え難い。 

また、申立期間②について、Ｂ社から提出された健康保険厚生年金保険被保

険者標準報酬決定通知書に記載された標準報酬月額と社会保険庁のオンライ

ン記録は一致する上、賃金台帳では、当該標準報酬月額に見合う厚生年金保険

料が控除されていることが確認できる。 

さらに、両申立期間について、社会保険事務所の記録から、標準報酬月額が

さかのぼって引き下げられているなどの形跡も無い。 

加えて、申立人は、両申立期間について、その主張する標準報酬月額に相当

する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認でき

る給与明細書等の資料を所持しておらず、このほか、申立人の両申立期間にお

ける厚生年金保険料の控除について確認できる関係資料、周辺事情は無い。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、両

申立期間について、申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 

 

 

 


